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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期
第１四半期
累計期間

第62期
第１四半期
累計期間

第61期

会計期間

自平成22年
12月１日
至平成23年
２月28日

自平成23年
12月１日
至平成24年
２月29日

自平成22年
12月１日
至平成23年
11月30日

売上高（千円） 475,389 914,0716,423,344

経常利益又は損失（△）（千円） △390,190△300,438 98,167

四半期（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）
△242,068△195,018 21,398

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 819,965 819,965 819,965

発行済株式総数（株） 5,289,9005,289,9005,289,900

純資産額（千円） 2,497,4842,484,7072,712,642

総資産額（千円） 6,943,6886,960,0296,684,588

１株当たり四半期（当期）純利益

又は純損失金額（△）（円）
△54.64 △44.62 4.85

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 10

自己資本比率（％） 36.0 35.7 40.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、四半期財務諸表等規則第12条の規定により、関連会社の損益等に重要

性が乏しいため記載を省略しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　　

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】
　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
　
　

２【経営上の重要な契約等】
当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  
　
　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
 
(1) 経営成績の分析
①業績の概況
当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気停滞から緩やかながらも復調傾向
にあるものの、欧州の債務危機や長期化する円高により、先行きは依然として不透明な状況が続いています。
建設コンサルタントおよび地質調査業界におきましても、東日本大震災の復旧・復興に向けた政府の補正予算が
組まれ、関連業務の需要が期待されるものの、国、地方自治体の慢性的な財政難から、公共事業予算の縮減が継続さ
れ、受注競争が一段と激しさを増すなど、厳しい市場環境・受注環境となりました。
こうした状況の中、当社といたしましては東日本大震災の復旧・復興関連業務、業務特定率向上に向けた対応強
化、受注の拡大とコスト縮減に全社員で取り組んだ結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、受注高は17億83百万
円（前年同四半期比48.6％増）、売上高は９億14百万円（前年同四半期比92.3％増）、営業損失３億２百万円（前
年同四半期は営業損失３億93百万円）、経常損失３億円（前年同四半期は経常損失３億90百万円）、四半期純損失
１億95百万円（前年同四半期は四半期純損失２億42百万円）となりました。
　
②売上高の季節的変動について　
当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門との取引率が高いことから、納期の関係もあり、売上高・利
益ともに第２四半期と第４四半期に集中するという季節変動の傾向があります。この為、当第１四半期では売上高
収入に対し諸費用がバランスせず、利益面では一時的にマイナスとなりますが、年間計画には織り込み済みの進捗
状況です。

 
(2) 財政状態の分析
（資産）
資産合計は、前事業年度末に比べ２億75百万円増加し、69億60百万円となりました。その主な増減内訳は、完成調
査未収入金の減少２億72百万円、未成調査支出金の増加４億13百万円等であります。
（負債）
負債合計は、前事業年度末に比べ５億３百万円増加し、44億75百万円となりました。その主な増減内訳は、短期借
入金の増加５億円、調査未払金の減少61百万円等であります。
（純資産）
純資産合計は、前事業年度末に比べ２億27百万円減少し、24億84百万円となりました。その主な増減内訳は、利益
剰余金の減少２億16百万円等であります。

  
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じ
た課題はありません。

 
(4) 研究開発活動
　当社の調査コンサルタントとしての業務は、その全てが高度な技術力によって支えられており、その向上と新分
野、新技術の開発は不可欠なものであります。この為当社は、地盤に関連した広範囲な課題に対する最適なソリュー
ションを提供することを目的として、国、独立行政法人、大学等の研究機関ならびに民間の研究機関との連携による
共同研究開発を積極的に進めており、研究開発費の執行状況は6,627千円であります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 17,000,000

計 17,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年２月29日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年４月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 5,289,900 5,289,900

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数1,000株

計 5,289,900 5,289,900 － －　　　　　　　　　　　　　　

　　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年12月１日～　

平成24年２月29日
－ 5,289,900 － 819,965 － 826,345

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができませんので、直前の基準日（平成23年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 平成24年２月29日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）（注） 普通株式    894,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　4,357,000 4,357 －

単元未満株式 普通株式     38,900 －
１単元(1,000株)未満

の株式

発行済株式総数 5,289,900 － －

総株主の議決権 － 4,357 －

　（注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄の株式数は、全て当社所有の自己株式であります。

　

②【自己株式等】

 平成24年２月29日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

川崎地質株式会社
東京都港区三田二

丁目11番15号
894,000 － 894,000 16.90

計 － 894,000 － 894,000 16.90

　（注）当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は933,047株、その発行済株式総数に対する割合は17.64％

であります。
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２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成23年12月１日から平成24年

２月29日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年12月１日から平成24年２月29日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年11月30日)

当第１四半期会計期間
(平成24年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 363,163 417,589

受取手形 33,235 16,715

完成調査未収入金 2,085,351 1,813,319

未成調査支出金 813,489 1,226,735

材料貯蔵品 7,403 5,589

繰延税金資産 29,787 135,207

その他 54,719 61,092

貸倒引当金 △636 △552

流動資産合計 3,386,514 3,675,696

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 655,231 648,812

機械及び装置（純額） 122,276 110,687

土地 1,472,382 1,472,382

その他（純額） 107,470 97,873

有形固定資産合計 ※1
 2,357,360

※1
 2,329,754

無形固定資産 72,082 69,383

投資その他の資産

投資有価証券 346,091 367,253

繰延税金資産 174,129 171,585

その他 373,649 371,576

貸倒引当金 △25,239 △25,220

投資その他の資産合計 868,630 885,194

固定資産合計 3,298,073 3,284,332

資産合計 6,684,588 6,960,029

負債の部

流動負債

調査未払金 390,756 329,377

短期借入金 2,200,000 2,700,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

引当金 － 60,604

未成調査受入金 268,287 423,769

その他 286,537 169,007

流動負債合計 3,245,582 3,782,759

固定負債

長期借入金 100,000 75,000

退職給付引当金 459,119 463,958

その他 167,244 153,603

固定負債合計 726,364 692,562

負債合計 3,971,946 4,475,321
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年11月30日)

当第１四半期会計期間
(平成24年２月29日)

純資産の部

株主資本

資本金 819,965 819,965

資本剰余金 826,345 826,345

利益剰余金 1,590,138 1,373,143

自己株式 △527,298 △544,573

株主資本合計 2,709,149 2,474,879

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,492 9,827

評価・換算差額等合計 3,492 9,827

純資産合計 2,712,642 2,484,707

負債純資産合計 6,684,588 6,960,029
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年12月１日
　至　平成23年２月28日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年12月１日
　至　平成24年２月29日)

売上高 475,389 914,071

売上原価 378,686 745,613

売上総利益 96,702 168,458

販売費及び一般管理費 ※1
 489,975

※1
 470,749

営業損失（△） △393,272 △302,291

営業外収益

受取利息 154 162

受取配当金 1,283 3,452

受取手数料 5,442 4,002

固定資産賃貸料 12,642 10,755

その他 105 151

営業外収益合計 19,627 18,524

営業外費用

支払利息 7,523 7,758

退職給付費用 7,397 7,397

その他 1,624 1,515

営業外費用合計 16,545 16,671

経常損失（△） △390,190 △300,438

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,582 －

特別利益合計 2,582 －

税引前四半期純損失（△） △387,608 △300,438

法人税等 △145,540 △105,420

四半期純損失（△） △242,068 △195,018
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期累計期間
（自　平成23年12月１日
至　平成24年２月29日）

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性

を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。

　　

【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自　平成23年12月１日
至　平成24年２月29日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

　

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が、平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されること

となりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の40.7％から、復興特別法人税適

用期間は38.01％、復興特別法人税適用期間終了後は35.64％に変更されます。

　なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産が20,829千円減少し、法人税等調整額が

20,551千円、その他有価証券評価差額金が278千円それぞれ増加します。　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年11月30日）

当第１四半期会計期間
（平成24年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 1,504,106千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額　

　 1,531,979千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年12月１日
至　平成24年２月29日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 213,374千円

法定福利費 36,520千円

旅費交通費 33,414千円

賞与引当金繰入額　 32,595千円

退職給付費用　 7,955千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 193,238千円

法定福利費 35,491千円

旅費交通費 33,265千円

賞与引当金繰入額　 32,595千円

退職給付費用　 7,981千円

　２　当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門

との取引率が高いことから、納期の関係もあり、売上高

・利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するとい

う季節変動の傾向があります。

　２　当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門

との取引率が高いことから、納期の関係もあり、売上高

・利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するとい

う季節変動の傾向があります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償

却費を含む。）は、次のとおりであります。 　

前第１四半期累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年12月１日
至　平成24年２月29日）

　

減価償却費 30,567千円

　

減価償却費 35,767千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28日）

１．配当に関する事項

(1) 配当支払金額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年２月25日

定時株主総会
普通株式 22,182 5 平成22年11月30日平成23年２月28日利益剰余金

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年12月１日　至　平成24年２月29日）

１．配当に関する事項

(1) 配当支払金額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年２月28日

定時株主総会
普通株式 21,976 5 平成23年11月30日平成24年２月29日利益剰余金

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

 　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28日）

当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに関

連する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略して

おります。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年12月１日　至　平成24年２月29日）

当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに関

連する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略して

おります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年12月１日
至　平成24年２月29日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △54円64銭 △44円62銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △242,068 △195,018

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △242,068 △195,018

普通株式の期中平均株式数（株） 4,430,131 4,370,352

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

  

 

２【その他】

該当事項はありません。   
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年４月12日

川崎地質株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 網本　重之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 芝山　喜久　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている川崎地質株式会社

の平成23年12月１日から平成24年11月30日までの第62期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年12月１日から平成24

年２月29日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年12月１日から平成24年２月29日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、川崎地質株式会社の平成24年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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